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※貢は修正前の水防計画書の該当ページを示しています。   吉田町水防計画書の新旧対照表 

頁 現   行 修 正 後 

本 編

-4 
第３節 水防の責任等 

１ 水防管理団体（吉田町）の責任 

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条）。具体的には、主に次のような事

務を行う。 

（１）～（９） 略） 

（１０）想定される水災の危険の周知（法第１５条の１１） 

 

（１１）～（２４） 略） 

（２５）水防時における適正な水防活動の実施 

  ア 通信網の点検 

  イ 水防資器材の整備点検、調達並びに輸送の確保 

  ウ 雨量、水位観測の的確な実施 

  エ 緊急通行により損失を受けた者への補償（法第１９条第２項） 

オ 自衛隊の出動依頼（知事経由）（自衛隊法第８３条） 

  カ 水防解除の指示 

なお、指定水防管理団体は、上記の外に義務として次の事項を行わなければならない。 

（１）水防計画の樹立（法第３３条第１項） 

（２）水防計画の知事への届け出（法第３３条第３項） 

 （３）水防計画の公表（法第３３条第３項） 

 （４）水防訓練の実施（法第３２条の２） 

 （５）町防災会議への諮問（法第３４条） 

 

第３節 水防の責任等 

１ 水防管理団体（吉田町）の責任 

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条）。具体的には、主に次のような事務

を行う。 

（１）～（９）略） 

（１０）浸水被害軽減地区の指定・公示及び通知、標識の設置、土地の形状変更の届出を受理

した際の通知・届出者への助言又は勧告（法第15 条の6、法第15 条の7、法第15 条の8） 

 

（１１）～（２４） 略） 

（２５）水防時における適正な水防活動の実施 

  ア 通信網の点検 

  イ 水防資器材の整備点検、調達並びに輸送の確保 

  ウ 雨量、水位観測の的確な実施 

  エ 緊急通行により損失を受けた者への補償（法第１９条第２項） 

オ 自衛隊の派遣要請（知事を経由する）（自衛隊法第８３条） 

  カ 水防解除の指示 

なお、指定水防管理団体は、上記の外に義務として次の事項を行わなければならない。 

（１）水防計画の樹立（法第３３条第１項） 

（２）水防計画の知事への届け出（法第３３条第３項） 

 （３）水防計画の公表（法第３３条第３項） 

 （４）水防訓練の実施（法第３２条の２） 

 （５）町防災会議への諮問（法第３３条） 
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３ 国土交通大臣（中部地方整備局長）の責任 

（１）水防管理団体が行う水防への協力（河川法第２２条の２） 

（２）洪水予報の発表及び通知（法第１０条第２項、気象業務法第１４条の２第２項） 

 （３）避難判断水位（特別警戒水位）の水位情報の通知及び周知（法第１３条） 

（４）水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法第１３条第１項） 

（５）洪水予報又は水位到達情報の関係市町長への通知（法第１３条の４） 

（６）洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第１４条） 

 （７）大規模氾濫減災協議会の設置（法第１５条の９） 

（８）水防警報の発表及び通知（法第１６条） 

（９）重要河川における都道府県知事等に対する指示（法第３１条） 

（１０）特定緊急水防活動（法第３２条） 

 （１１）水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第４０条） 

  （１２）都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言（法第４８条） 

３ 国土交通大臣（中部地方整備局長）の責任 

（１）水防管理団体が行う水防への協力（河川法第２２条の２） 

（２）洪水予報の発表及び通知（法第１０条第２項、気象業務法第１４条の２第２項） 

 （３）避難判断水位（洪水特別警戒水位）の水位情報の通知及び周知（法第１３条） 

（４）水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法第１３条第１項） 

（５）洪水予報又は水位到達情報の関係市町長への通知（法第１３条の４） 

（６）洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第１４条） 

 （７）大規模氾濫減災協議会の設置（法第１５条の９） 

（８）水防警報の発表及び通知（法第１６条） 

（９）重要河川における都道府県知事等に対する指示（法第３１条） 

（１０）特定緊急水防活動（法第３２条） 

 （１１）水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第４０条） 

  （１２）都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言（法第４８条） 
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第２章 水防組織 

第１節 略） 

２ 組織系統 

水防本部 長   町長 

  水防副本部長   副町長・理事 

  水 防 長   危機管理監 

  副 水 防 長   防災課長・総務課長、建設課長、都市環境課長、産業課長、消防団長 

  本 部 付  

     本 部 班  防災課防災部門 

                            

            調査対策班  建設課土木部門、建設課土木管理部門、産業課商工観光水産部門 

      

            連絡調整班  都市環境課都市計画部門、都市環境課土地区画整理部門、都市環境課環境部門 

                  

            資 材 班  産業課農政部門 

                  

     警 防 班  防災課地域安全部門、消防団 

                  

            広 報 班  総務課課長補佐、総務課行政部門、総務課情報管理部

門、総務課人材育成部門、総務課秘書広報部門 

避難所班   地区連絡部※ 

                  ※吉田町災害対策本部配備体制により別に定める。 

              図.2-1 吉田町水防組織系統図 

 

第２章 水防組織 

第１節 略） 

２ 組織系統 

水防本部 長   町長 

  水防副本部長   副町長・理事 

  水 防 長   危機管理監 

  副 水 防 長   防災課長・総務課長、建設課長、都市環境課長、産業課長、消防団長 

  本 部 付  

     本 部 班  防災課防災部門 

                            

            調査対策班  建設課土木部門、建設課土木管理部門、産業課商工観光水産部門  

      

            連絡調整班  都市環境課都市計画部門、都市環境課土地区画整理部門、都市環境課環境部門 

                  

            資 材 班  産業課農政部門、産業課水産部門 

                  

     警 防 班  防災課地域安全部門、消防団 

                  

            広 報 班  総務課課長補佐、総務課行政部門、総務課情報管理部門、

総務課人材育成部門、総務課秘書広聴部門 

避難所班   地区連絡部※ 

                  ※吉田町災害対策本部配備体制により別に定める。 

              図.2-1 吉田町水防組織系統図 
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４ 水防本部連絡系統図 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 水防本部連絡系統図 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防本部長 

（町 長） 

水 防 長 

（危機管理監） 

水防副本部長 

（副町長） 

副水防長 

（防災課長） 

水防副本部長 

（理事） 

副水防長 

（総務課長） 

防災課 

地域安全部門 

副水防長 

（消防団長） 

建設課 

土木管理部門 

建設課 

土木部門 
副水防長 

（建設課長） 

総務課 
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総務課 
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産業課 

商工観光水産部門 

図.2-2 吉田町水防本部連絡系統図 
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図.2-2 吉田町水防本部連絡系統図 
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第５章 重要水防箇所 

第１節 略） 

第２節 国土交通省 重要水防箇所の区分 

 国土交通省管理重要水防箇所 

国土交通省では、堤防高さ（流下能力）、堤防断面、工作物、水衝・洗掘、漏水、法崩れ・す

べりの６種別において、水防時に特に重点的に巡視すべき区間として、重要度Ａ、Ｂ、要注意区

間として設定している。 

なお、町内対象箇所は表.5-1のとおりとする。 

 

重要度Ａ：水防上（監視又は巡視する）最も重要な区間 

重要度Ｂ：水防上（監視又は巡視する）重要な区間 

要注意箇所… 水防上注意を要する区間 

（新堤防築造後３年以内の箇所、破堤・旧川跡、出水期間中に堤防開削する工事箇所等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 重要水防箇所 

第１節 略） 

第２節 国土交通省 重要水防箇所の区分 

 国土交通省管理重要水防箇所 

国土交通省では、堤防高さ（流下能力）、堤防断面、工作物、水衝・洗掘、漏水、法崩れ・すべ

りの６種別において、水防時に特に重点的に巡視すべき区間として、重要度Ａ、Ｂ、要注意区間と

して設定している。 

なお、町内対象箇所は表.5-1のとおりとする。 

 

重要度Ａ：水防上（監視又は巡視する）最も重要な区間 

重要度Ｂ：水防上（監視又は巡視する）重要な区間 

要注意区間… 水防上注意を要する区間 

（新堤防築造後３年以内の箇所、破堤・旧川跡、出水期間中に堤防開削する工事箇所等） 
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第７章 水防に関係する施設及び資器材等の整備 

第１節 水防に関係する施設の整備 

国が、川尻（大井川河口右岸）において令和３年度中に整備する河川防災ステーションの敷

地内に、町は水防センターを設置する。水防センターは洪水時に水防活動を行う基地となると

ともに、平常時にはシーガーデンシティ構想（川尻海岸）の一部としての活用を予定している。 

また、水防センターと町内との人員・物資等の移動のため、輸送路・避難路の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 水防に関係する施設及び資器材等の整備 

第１節 水防に関係する施設の整備 

国が、川尻（大井川河口右岸）において令和４年度に整備した河川防災ステーションの敷地内に、

町は水防センターを設置した。水防センターは洪水時に水防活動を行う基地となるとともに、平常

時にはシーガーデンシティ（川尻海岸）の一部として活用している。 

また、水防センターと町内との人員・物資等の移動のため、輸送路・避難路の整備を行う。 
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第３節 輸送の確保 

 水防業務に使用する輸送車及び作業車は、表 7-2のとおりであり、必要に応じて水防本部に配

備されるものとする。 

 

表.7-2 作業車の配置状況 

№ 
車両

番号 
課 名 車 両 番 号 車   名   等 登録年月日 定員 備考 

1  1 産業課 静岡 ４００ ち ７１０５ トヨタ サクシード   H18.8.28 5  

2  3 建設課 静岡 ４００ ぬ ５１１９ マツダ ファミリアバン   R2.8.3 5 リース 

3  5 産業課 静岡 ４００ ぬ １５５５ トヨタ プロボックス   R3.9.1 5 リース 

4  15 都市環境課 静岡 ４８０ そ ３７０９ マツダ スクラムバン  R3.8.2 4 リース 

5  16 企画課 静岡 ４８０ さ ４２５ スズキ エブリィ  H28.5.11 4  

6 17 防災課 静岡 ４００ と １１６４ 日 産 ＡＤバン 交通指導車 H24.3.16 5  

7  19 都市環境課 静岡 ４８０ こ ８９７６ ダイハツ ハイゼット 軽トラック H28.3.23 2  

8  20 都市環境課 静岡 ４００ と ３４２８ マツダ タイタン  ダンプ H24.10.1 ３  リース 

9  21 財政管理課 静岡 ４００ さ ９０３０ ホンダ パートナー  H11.6.30 5  

10  26 都市環境課 静岡 ４８０ く １２８５ マツダ スクラムバン   H24.3.19 4 リース 

11  27 都市環境課 静岡 ４００ に ９６０２ マツダ ファミリアバン   R1.11.8 5 リース 

12  37 建設課 静岡 ４００ た １２９０ トヨタ サクシード   H16.2.12 5  

13 40 都市環境課 静岡 ４００ な ４１３２ マツダ タイタン ダンプ H27.9.1 ３ リース 

14 41 健康づくり課 静岡 ５８０ も ２０９５ スズキ スペーシア  H28.1.18 4  

15  43 都市環境課 静岡 ４８０ せ ４８５ マツダ スクラムトラック   R1.7.1 2 リース 

16  45 都市環境課 静岡 ４８０ せ ４８６ マツダ スクラムトラック   R1.7.1 2 リース 

17 46 防災課 静岡 ４００ ぬ ３５９８ トヨタ ハイエース  R3.3.18 6  

18  47 防災課 静岡 ４００ ぬ ６２００ トヨタ タウンエース  R4.1.24 2  

19  - 防災課 静岡 ８００ さ ４８７１ トヨタ ランドクルーザー 指令車 H14.2.15 5  

20 - 第１分団 静岡 ８００ す ３２５１ いすゞ 消防ポンプ車   H25.3.25 6  

21 - 第１分団 静岡 ８００ す ３５５２ いすゞ 消防ポンプ車   H25.11.13 6  

22 - 第 1分団 静岡 ８８ さ ３９６１ 日産 消防積載車  H9.3.19 5  

23 - 第２分団 静岡 ８００ さ ３５２１ 日 産 消防ポンプ車   H12.12.15 6  

24 - 第２分団 静岡 ８８ さ ４８８５ 日 産 消防積載車   H9.12.18 5  

25  - 第３分団 静岡 ８００ す ６３１６ いすゞ 消防ポンプ車   H31.3 6  

26  - 第３分団 静岡 ８００ さ ７１６ 日 産 消防積載車   H10.12.18 5  

27  - 第４分団 静岡 ８００ す ６３１７ いすゞ 消防ポンプ車   H31.3 6  

28 - 第４分団 静岡 ８８ さ ４８８６ 日 産 消防積載車   H9.12.18 5  

29 - 防災課 静岡 800 す ７４１７ スズキ キャリー トイレカー R3.3.25 2  

 

 

 

 

第３節 輸送の確保 

 水防業務に使用する輸送車及び作業車は、表 7-2 のとおりであり、必要に応じて水防本部に配備

されるものとする。 

 

表.7-2 作業車の配置状況 

№ 
車両

番号 
課 名 車 両 番 号 車   名   等 登録年月日 定員 備考 

1  1 産業課 静岡 ４００ ち ７１０５ トヨタ サクシード   H18.8.28 5  

2  3 建設課 静岡 ４００ ぬ ５１１９ マツダ ファミリアバン   R2.8.3 5 リース 

3  5 産業課 静岡 ４００ ぬ １５５５ トヨタ プロボックス   R3.9.1 5 リース 

4  15 都市環境課 静岡 ４８０ そ ３７０９ マツダ スクラムバン  R3.8.2 4 リース 

5  16 企画課 静岡 ４８０ さ ４２５ スズキ エブリィ  H28.5.11 4  

6 17 防災課 静岡 ４００ と １１６４ 日 産 ＡＤバン 交通指導車 H24.3.16 5  

7  19 都市環境課 静岡 ４８０ こ ８９７６ ダイハツ ハイゼット 軽トラック H28.3.23 2  

8  20 都市環境課 静岡 ４００ と ３４２８ マツダ タイタン  ダンプ H24.10.1 ３  リース 

9  21 財政管理課 静岡 ４００ さ ９０３０ ホンダ パートナー  H11.6.30 5  

10  26 都市環境課 静岡 ４８０ く １２８５ マツダ スクラムバン   H24.3.19 4 リース 

11  27 都市環境課 静岡 ４００ に ９６０２ マツダ ファミリアバン   R1.11.8 5 リース 

12  37 建設課 静岡 ４００ た １２９０ トヨタ サクシード   H16.2.12 5  

13 40 都市環境課 静岡 ４００ な ４１３２ マツダ タイタン ダンプ H27.9.1 ３ リース 

14 41 健康づくり課 静岡 ５８０ も ２０９５ スズキ スペーシア  H28.1.18 4  

15  43 都市環境課 静岡 ４８０ せ ４８５ マツダ スクラムトラック   R1.7.1 2 リース 

16  45 都市環境課 静岡 ４８０ せ ４８６ マツダ スクラムトラック   R1.7.1 2 リース 

17 46 防災課 静岡 ４００ ぬ ３５９８ トヨタ ハイエース  R3.3.18 6  

18  47 防災課 静岡 ４００ ぬ ６２００ トヨタ タウンエース  R4.1.24 2  

19  - 防災課 静岡 ８００ さ ４８７１ トヨタ ランドクルーザー 指令車 H14.2.15 5  

20 - 第１分団 静岡 ８００ す ３２５１ いすゞ 消防ポンプ車   H25.3.25 6  

21 - 第１分団 静岡 ８００ す ３５５２ いすゞ 消防ポンプ車   H25.11.13 6  

22 - 第 1分団 静岡 ８００ さ ６７９９ いすゞ 消防積載車  R2.2.22 5  

23 - 第２分団 静岡 ８００ さ ３５２１ 日 産 消防ポンプ車   H12.12.15 6  

24 - 第２分団 静岡 ８８ さ ４８８５ 日 産 消防積載車   H9.12.18 5  

25  - 第３分団 静岡 ８００ す ６３１６ いすゞ 消防ポンプ車   H31.3 6  

26  - 第３分団 静岡 ８００ さ ７１６ 日 産 消防積載車   H10.12.18 5  

27  - 第４分団 静岡 ８００ す ６３１７ いすゞ 消防ポンプ車   H31.3 6  

28 - 第４分団 静岡 ８８ さ ４８８６ 日 産 消防積載車   H9.12.18 5  

29 - 防災課 静岡 800 す ７４１７ スズキ キャリー トイレカー R3.3.25 2  
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第１０章 洪水予報 

第１節 （1）～（６） 略） 

（７）洪水予報連絡系統図 

洪水予報の通知は、基本的にファックスまたはオンライン通信で通知する。 

 

 

                                                          

 

 

           ｵﾝﾗｲﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                               

第１０章 洪水予報 

第１節 （1）～（６） 略） 

（7）洪水予報連絡系統図 

洪水予報の通知は、基本的にＦＡＸまたはオンライン通信で通知する。その後必要な機関に対 

しては受領の確認を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｵﾝﾗｲﾝ 

静岡地方気象台 

℡ 054-286-3411 

Fax054-283-6922 

静岡河川事務所 

調 査 課 

℡ 054-273-9104 

Fax054-273-9219 

静岡県河川砂防局（県水防本部） 

℡ 054-221-3259 

Fax054-272-8451（SIPOS） 

Fax054-272-3260（直） 

島田土木事務所 

℡ 0547-37-1035 

Fax0547-37-5480（SIPOS） 

Fax0547-37-5335（直） 

 

陸上自衛隊板妻駐屯地 

第 34普通科連隊本部第 2科 

℡ 0550-89-1310（内 227） 

Fax0550-89-1310（内 489） 

中部地方整備局 水災害対策室 

℡052-953-8158 Fax052-953-8701 

長島ダム管理所 

℡ 0547-59-1021 Fax0547-59-1026 

 
静岡河川事務所 島田出張所 

℡0547-37-2021 Fax0547-35-3560 

 

NHK、報道機関等 

 

焼津市 

（災害情報管理室） 

℡ 054-623-1269 

Fax054-623-1269 

藤枝市（河川課） 

℡ 054-643-3516 

Fax054-643-3360 

島田市（危機管理課） 

℡ 0547-36-7143 

Fax0547-35-6000 

中部地域局 

℡ 054-644-9104 

Fax054-643-1149 

 

 

 

吉田町（防災課） 

℡ 0548-33-2164 

Fax0548-33-6121 

 

焼津市（防災計画課） 

℡ 054-625-0128 

Fax054-623-1269 

 

 
藤枝市（大規模災害対策課） 

℡ 054-643-3119 

Fax054-645-3050 

島田市（危機管理課） 

℡ 0547-36-7143 

Fax0547-35-6000 

吉田町（防災課） 

℡ 0548-33-2164 

Fax0548-32-6121 

 

牧之原市（危機管理課） 

℡ 0548-23-0056 

Fax0548-23-0049 

牧之原市（危機管理課） 

℡ 0548-23-0056 

Fax0548-23-0049 

東・西日本電信電話株式会社 

総務省消防庁 

（警報のみ） 

ｵﾝﾗｲﾝ 

専用線又は 

防災情報提供システム 

水防窓口 

防災窓口 

中部地域局 

TEL 054-644-9168 

FAX 054-644-9108 

 

静岡県危機対策課 

TEL 054-221-2072 

FAX 054-221-3252 

静岡県警察本部警備部災害対策課  

TEL 054-271-0110（内 6321） 

FAX 054-255-0391 

ＮＨＫ 静岡放送局 

TEL 054-281-9003 

FAX 054-281-9331 

 
報道機関等 

 

指定公共機関 

東・西日本電信電話株式会社 

静岡県河川砂防局(県水防本部) 

TEL 054-221-3259 

FAX 054-272-8451（SIPOS） 

FAX 054-221-3260（直） 

島田土木事務所 

TEL 0547-37-1035 

FAX 0547-37-5480（SIPOS） 

FAX 0547-37-5335（直）  

 

 

中部地方整備局水災害予報センター 

TEL 052-953-8158 

FAX 052-953-8701、052-953-8310 

 
長島ダム管理所 

TEL 0547-59-1021 

FAX 0547-59-1026 

島田出張所 

TEL 0547-37-2021 

FAX 0547-35-3560 

 

(警報のみ） 

焼津市 

(防災計画課) 

TEL 054-623-1269 

FAX 054-623-1274 

(河川課) 

TEL 054-626-1118 

(地域防災課) 

TEL 054-623-2554 

藤枝市 

(大規模災害対策課) 

TEL 054-643-3119 

FAX 054-645-3050 

(河川課) 

TEL 054-643-3516 

FAX 054-643-3350 

陸上自衛隊板妻駐屯地 

第 34普通科連隊本部第 2科 

TEL 0550-89-1310（内 227） 

FAX 0550-89-1310（内 489） 

 

総務省消防庁 

吉田町(防災課) 

TEL 0548-33-2164 

FAX 0548-32-6121 

 

島田市(危機管理課) 

TEL 0547-36-7143 

FAX 0547-35-6000 

牧之原市(危機管理課) 

TEL 0548-23-0056 

FAX 0548-23-0049 

 

 静岡河川事務所 

【災害対策室】 

災害時優先電話 

TEL 054-273-2225 

TEL 054-273-2226 

FAX 054-273-9219 

【担当課】 

調 査 課 

TEL 054-273-9104 

FAX 054-205-1213 

静岡地方気象台 

TEL 054-286-3411 

FAX 054-283-6922 

 

オンライン 

「川の防災情報」管理者（一財）河川情報センター 

TEL 052-962-9620 

FAX 052-951-8957 

凡  例 

FAX及び Mail 

防災情報提供システム 

オンライン 
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第１１章 水防警報 

第１節（１）～（４） 略） 

（５）大井川水防警報連絡系統図 

水防警報の伝達方法は、基本的にファックスにて伝達する。その後電話にて受領の確 

認を行う。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１章 水防警報 

第１節（１）～（４） 略） 

（５） 大井川水防警報連絡系統図  

水防警報の伝達方法は、基本的にＦＡＸまたはオンライン通信にて伝達する。その後電話にて

受領の確認を行う。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡河川事務所 

調査課 

℡ 054-273-9104 

Fax054-273-9219 

県水防本部 

（静岡県河川砂防局） 

℡ 054-221-3259 

Fax054-272-8451(SIPOS) 

Fax054-221-3260(直通)  

 

静岡県警察本部災害対策課 

℡ 054-271-0110 （内 6321） 

Fax054-255-0391 

 

静岡地方気象台 

℡ 054-286-3411 Fax054-283-6922 

静岡県危機対策室 

℡ 054-221-2072 Fax054-221-3252 

 

報道機関等 

島田市（危機管理課） 

℡ 0547-36-7143 （代）37-5111 

Fax0547-35-6000 

藤枝市（河川課） 

℡054-643-3516 （代）643-3111 

Fax054-643-3360 

 

 焼津市（災害情報管理室） 

℡ 054-623-1269 （代）623-1119 

Fax054-623-1269 

吉田町（防災課） 

℡ 0548-33-2164 （代）33-1111 

Fax0548-32-6121 

 

島田土木事務所 

℡ 0547-37-1035 

Fax0547-37-5480(SIPOS) 

Fax0547-37-5335(直通) 

中部地域局 

℡ 054-644-9104 

Fax054-644-9108 

静岡河川事務所  

島田出張所 

℡ 0547-37-2021  

Fax0547-35-3560 

 

牧之原市（危機管理課） 

℡ 0548-23-0056 （代）23-0001 

Fax0548-23-0049 

中部地域局 
TEL 054-644-9168 
FAX 054-644-9108 

 

 

 

 

静岡河川事務所 
TEL 054-273-9104 
FAX 054-273-9219 
 

 

 

静岡地方気象台 
TEL 054-286-3411 
FAX 054-283-6922 

 

 

 

 

静岡県危機対策課 
TEL 054-221-2072 
FAX 054-221-3252 

 

 

 

静岡県警察本部災害対策課  
TEL 054-271-0110(内 6321) 
FAX 054-255-0391 

 

 

 

報道機関等 

静岡県河川砂防局 
(県水防本部) 
TEL 054-221-3259 
FAX 054-272-8451(SIPOS) 
FAX 054-221-3260(直) 

 

 

 

島田土木事務所 
TEL 0547-37-1035 
FAX 0547-37-5480(SIPOS) 
FAX 0547-37-5335(直)  

 

 

 

 

 

吉田町(防災課) 
TEL 0548-33-2164 
FAX 0548-32-6121 

焼津市(防災計画課) 
TEL 054-623-1269 
FAX 054-623-1274 

藤枝市(河川課) 
TEL 054-643-3516 
FAX 054-643-3350 

島田市(危機管理課) 
TEL 0547-36-7143 
FAX 0547-35-6000 

牧之原市(危機管理課) 
TEL 0548-23-0056 
FAX 0548-23-0049 

中部地方整備局水災害予報センター 
TEL 052-953-8158 
FAX 052-953-8701、052-953-8310 

 

陸上自衛隊板妻駐屯地 
第 34普通科連隊本部第 2科 
TEL 0550-89-1310（内 227） 
FAX 0550-89-1310（内 489） 
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第１２章 水位周知河川における水位到達情報 

第１節（１）～（２） 略） 

 

（３）氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の基準 

氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)は、氾濫注意水位（警戒水位）を越える水位であって、

計画高水位、もしくは基準観測所において当該水位の基準観測所換算水位を観測時時点か

ら当該危険個所において越水又は溢水が発生するまでに、避難指示の発令、情報伝達及び

避難を完了させることが可能となるよう、水位上昇速度及び避難等に要する時間（リード

タイム）を考慮して設定した水位の低いほうの水位であり、この水位に達したときは「水

防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、こ

れを一般に周知させなければならない」（法第１３条）ものである。  

また、水防管理者においては、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達した情報は、

「災害の発生を特に警戒すべき水位」として住民の避難等に資する洪水情報となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.12-1 静岡県の氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の設定 

 

 

 

 

第１２章 水位周知河川における水位到達情報 

第１節（１）～（２） 略） 

 

（３）氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の基準 

氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)は、氾濫注意水位（警戒水位）を越える水位であって、

計画高水位、もしくは基準観測所において当該水位の基準観測所換算水位を観測時時点から当

該危険個所において越水又は溢水が発生するまでに、避難指示の発令、情報伝達及び避難を完

了させることが可能となるよう、水位上昇速度及び避難等に要する時間（リードタイム）を考

慮して設定した水位の低いほうの水位であり、この水位に達したときは「水防管理者及び量水

標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させな

ければならない」（法第１３条）ものである。  

また、水防管理者においては、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達した情報は、「災

害の発生を特に警戒すべき水位」として住民の避難等に資する洪水情報となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.12-1 静岡県の氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の設定 

 

 

 

 

氾濫注意水位 

(警戒水位) 

普段の水位 

水位変化 

氾濫危険水位 
(洪水特別警戒水位) 

避難判断水位 

高齢者等避難の参考となる水位 

水防団が出動する目安になる水位 

到達情報を関係市町に伝達 

避難等の参考となる水位 

氾濫注意水位 

(警戒水位) 

普段の水位 

水位変化 

氾濫危険水位 
(洪水特別警戒水位) 

避難判断水位 

避難準備等の参考となる水位 

水防団が出動する目安になる水位 

到達情報を関係市町に伝達 

避難等の参考となる水位 
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第１２章 水位周知河川における水位到達情報 

第１節（１）～（４） 略） 

（５）湯日川、坂口谷川における氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の 

水位到達情報連絡系統図 

水位到達情報の伝達方法は、基本的にファックスにて伝達する。その後電話にて受領 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１２章 水位周知河川における水位到達情報 

第１節（１）～（４） 略） 

（５）湯日川、坂口谷川における氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の 

水位到達情報連絡系統図 

水位到達情報の伝達方法は、基本的にファックスにて伝達する。その後電話にて受領 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

島田土木事務所 

℡ 0547-37-1035 

Fax0547-37-5480(SIPOS) 

Fax0547-37-5335(直通) 

県水防本部 

（静岡県河川砂防局） 

℡ 054-221-3259 

Fax054-272-8451(SIPOS) 

Fax054-221-3260(直通)  

 

静岡県警察本部災害対策課 

℡ 054-271-0110 （内 6321） 

Fax054-255-0391 

 

静岡地方気象台 

℡ 054-286-3411  

Fax054-283-6922 

静岡県危機対策室 

℡ 054-221-2072  

Fax054-221-3252 

 

報道機関等 

島田市（危機対策課） 

（連絡対象河川： 

湯日川） 

℡ 0547-36-7143 

Fax0547-35-6000 

中部地域局 

℡ 054-644-9104 

Fax054-644-9108 

中部地方整備局 

地域河川課（水災害対策室）  

℡ 052-953-8257 

Fax052-953-8312 

 

島田市（危機対策課） 

（連絡対象河川： 

湯日川） 

℡ 0547-36-7143 

Fax0547-35-6000 

 

吉田町（防災課） 

（連絡対象河川： 

湯日川、坂口谷川） 

℡ 0548-33-2164 

Fax0548-32-6121 

牧之原市（危機管理課） 

（連絡対象河川： 

湯日川、坂口谷川） 

℡ 0548-23-0056 

Fax0548-23-0049 
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牧之原市（危機管理課） 

（連絡対象河川： 

湯日川、坂口谷川） 

℡ 0548-23-0056 

Fax0548-23-0049 

吉田町（防災課） 

（連絡対象河川： 

湯日川、坂口谷川） 

℡ 0548-33-2164 

Fax0548-32-6121 

焼津市(災害情報管理室) 

(連絡対象河川:葉梨川、栃山川、木屋

川、大津谷川) 

TEL 054-623-1269 

FAX 054-623-1274 

藤枝市(河川課) 

(連絡対象河川:葉梨川、栃山川、大津

谷川) 

TEL 054-643-3516 

FAX 054-643-3360 

牧之原市(危機管理課) 

(連絡対象河川:坂口谷川、 

勝間田川、萩間川、湯日川) 

TEL 0548-23-0056 

FAX 0548-23-0049 

吉田町(防災課) 

(連絡対象河川:湯日川、坂口谷川) 

TEL 0548-33-2164 

FAX 0548-32-6121 

 

静岡地方気象台 

TEL 054-286-3411 

FAX 054-283-6922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県河川砂防局(県水防本部) 

TEL 054-221-3259 

FAX 054-272-8451（SIPOS） 

FAX 054-221-3260（直） 

 

島田土木事務所 

TEL 0547-37-1035 

FAX 0547-37-5480（SIPOS） 

FAX 0547-37-5335（直） 

 

静岡県危機対策課 

TEL 054-221-2072 

FAX 054-221-3252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県警察本部災害対策課 

TEL 054-271-0110（内 6321） 

FAX 054-255-0391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道機関等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川根本町(建設課) 

(連絡対象河川:大井川) 

TEL 0547-56-2227 

FAX 0547-56-1117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島田市(危機管理課) 

(連絡対象河川:大井川、湯日川、大代

川、大津谷川) 

TEL 0547-36-7143 

FAX 0547-35-6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼津市(防災計画課) 

(連絡対象河川:葉梨川、栃山川、木屋

川、大津谷川) 

TEL 054-625-0128 

FAX 054-625-0132 

藤枝市(大規模災害対策課) 

(連絡対象河川:葉梨川、栃山川、大津

谷川) 

TEL 054-643-3119 

FAX 054-645-3050 

牧之原市(危機管理課) 

(連絡対象河川:坂口谷川、 

勝間田川、萩間川、湯日川) 

TEL 0548-23-0056 

FAX 0548-23-0049 

吉田町(防災課) 

(連絡対象河川:湯日川、坂口谷川) 

TEL 0548-33-2164 

FAX 0548-32-6121 

 川根本町(総務課) 

(連絡対象河川:大井川) 

TEL 0547-56-2220 

FAX 0547-56-2235 

 

 

 

 

 

 

 

 

島田市(危機管理課) 

(連絡対象河川:大井川、湯日川、大代

川、大津谷川) 

TEL 0547-36-7143 

FAX 0547-35-6000 
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中部地域局 

TEL 054-644-9104 

FAX 054-644-9108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 中部地方整備局 

静岡河川事務所 

(連絡対象河川:大井川) 

TEL 054-273-9104 

FAX 054-273-9219 

 

長島ダム管理所 

(連絡対象河川:大井川) 

TEL 0547-59-1021  

FAX 0547-59-1026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 中部地方整備局 

地域河川課(水災害対策室) 

TEL 052-953-8257 

FAX 052-953-8312 
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本 編

-46 
第３節 雨量の監視 

１ 雨量観測所 

県では、河川・海岸・堤防・道路などの土木防災情報を一元化した静岡県土木総合防災情報

システム（通称：SIPOS以下「サイポス」という。）により、広域的な雨量情報を受信し、降雨

の監視を行っており、この雨量情報は、インターネットサイト 

「サイポスレーダー（http://sipos.pref.shizuoka.jp）」でも監視できる。 

    

表 13-3 雨量観測所（県所管） 

観測所 河 川 位  置 観測開始 既往最大雨量 観    測 

（テレ） 

島田 
大井川 島田市道悦 S13.1.1. 

(S60.4.1.) 

324.0mm 島田土木 

Tel 0547-37-1035 

(テレ) 

静谷 

勝間田川 牧之原市 

静谷 

S51.3.1 

(S54.10.1) 

300.0㎜ 島田土木 

Tel 0547-37-1035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 雨量の監視 

１ 雨量観測所 

県では、河川・海岸・堤防・道路などの土木防災情報を一元化した静岡県次土木総合防災情報

システム（通称：SIPOS以下「サイポス」という。）により、広域的な雨量情報を受信し、降雨 

の監視を行っており、この雨量情報は、インターネットサイト 

「サイポスレーダー（http://sipos.pref.shizuoka.jp）」でも監視できる。 

    

表 13-3 雨量観測所（県所管） 

観測所 河 川 位  置 観測開始 既往最大雨量 観    測 

（テレ） 

島田 
大井川 島田市道悦 S13.1.1. 

(S60.4.1.) 

434.0mm 島田土木 

Tel 0547-37-1035 

(テレ) 

静谷 

勝間田川 牧之原市 

静谷 

S51.3.1 

(S54.10.1) 

348.0㎜ 島田土木 

Tel 0547-37-1035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


